
　野外焼却、いわゆる「野焼き」は、ばい煙の発生だけでなく、悪臭や有害物質「ダイオキシン類」等の発生
や火災の原因にもなるため、一部の例外（下記参照）を除き廃棄物処理法で禁止されています。これに違反し
た場合、５年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科に処せられます。また、法人の場合
は３億円以下の罰金が科せられます。

☆上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。
☆また、風向きと時間帯を考え、燃やしたまま放置しないようにしましょう。
※軽微な焼却についても、火災と紛らわしい煙など発生するおそれのある行為については、北留萌消防組合火
災予防条例により消防署への届出が必要となります。
　これは、煙を火災と間違えて119番通報したりすることを避けるためのもので、消防が野焼きをしてもいいと
認めているものではありませんのでご注意願います。

野焼きは法律で禁止されています野焼きは法律で禁止されています

優良運転者講習（３０分）
　１０月６日（火）　  午後１時００分から　天塩町社会福祉会館
　１０月１７日（土）　午後１時００分から　豊富町町民センター
違反運転者講習（２時間）
　１０月１７日（土）　午後３時３０分から　豊富町町民センター

運転免許更新時講習のお知らせ運転免許更新時講習のお知らせ

【「里親」とは】　こどもは、あたたかい家庭で愛され、大切に育てられることによって、健やかに成長していきます。
しかし、家庭のさまざまな事情により、どうしても家庭での養育を受けることができないこどももいます。そのよ
うなこどもを自分の家庭に迎え入れ、親身になって、愛情と誠意をもって養育してくださる方を「里親」といいます。
【「里親」になるには】　里親になるには、こどもが好きで健康な明るい家庭であれば、どなたでも申し込むことが
できます。
　養育を委託する期間は、短期間から数年間となっています。里親になりたいと希望される方は、家族全員で話し
合いのうえ、お近くの児童相談所に相談してください。
　児童相談所から里親について詳しい説明をさせていただきます。
　お申し込みは随時受け付けています。受付後に、ご家庭の状況調査・数日間の研修、認定・登録を経て、こど
もの養育をお願いすることになります。
【「里親」になったら】　こどもの養育をお願いしている間は、こどもの養育費として、里親手当、生活費、学校教育
費、医療費など公費で支給されます。
　何か困ったことがあれば、児童相談所の職員が、いつでも相談に乗ります。
　都合により、一時的に休みたいときは、休むことも可能です。また、里親同士お互いに助け合えるようにもなって
います。
【「里親」になるまでの手続き】
①申込　　児童相談所へ相談
②調査　　児童相談所職員が面接やご家庭を訪問し、家庭状況を把握
③研修　　基礎研修、認定前研修を受講
④認定　　知事が、社会福祉審議会の意見を聴き、里親としての適否を審査し、認定
⑤登録　　知事が認定した方を里親として登録
⑥委託　　児童相談所で、こどもと里親の条件を考慮したうえで委託

こどもたちは家庭のぬくもりを求めています～あなたも「里親」になりませんか～こどもたちは家庭のぬくもりを求めています～あなたも「里親」になりませんか～

１．風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　　（例：どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など）
２．農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

（例：農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着
した海産物の焼却など）

３．たき火その他日常生活を営むうえで、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
　　（例：たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など）
※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことですので、周辺

住民から苦情が生じた場合は軽微な焼却とは認められませんのでご注意ください。

●例外的に野焼きが認められる場合

問い合わせ先　幌延町役場町民課生活環境グループ　電話：５－１１１５ 告知端末機：５－８８１５

【問い合わせ先】
北海道旭川児童相談所
旭川市１０条通１１丁目
電話０１６６－２３－８１９５

秋の深まりと冬の訪れ秋の深まりと冬の訪れ秋の深まりと冬の訪れ

気象状況・天気予報の確認先　稚内地方気象台　（電話：0162-23-2678）
※稚内地方気象台ホームページURL　http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/index.html
※トップページの左上に、宗谷版気象庁ＨＰデータリンク集を作成しましたのでご利用ください。
http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/hokkaido/wakkanai/web/soya-datalink/datalinkwakkanai.html

※問い合わせ先　稚内地方気象台（電話：0162-23-2679）

　10月に入ると紅葉が最盛期を迎え、登山や紅葉の名所で楽しまれる方もおられる
と思います。しかし、季節は足早に冬へ進んでいきます。
　この時期は、初雪、初霜や初氷（初めて氷がはること）、初冠雪等が観測され、
冬の訪れを告げる季節でもあります。
　稚内地方気象台では、利尻山の初冠雪（初めて山頂部が雪をかぶってふもとから白く見えること）を観測し
ており、平年で10月3日となっています。また、初雪の観測（職員が目視で観測）は、平年で10月22日です。

　夏と比べて、低気圧や気圧の谷が数日おきに通過することが多くなり、大陸の冷たい
空気の影響を受けやすくなるため、天気の急変やまとまった雨になることがあります。
　日中は暖かくても朝晩は10℃を下回ることが多くなり一日の気温差が大きく、急に0℃
近くまで冷え込む日があったりするので、体調を崩してしまいがちです。体調管理のために
着るものを厚手のものに変えたり、夜具を暖かくする等の工夫が必要です。
　また、山々では一足先に冬が訪れています、ふもとではまだ気温の高い日もありますが、
山の上では天気の急変や気温が急に低下するなど、もみじ狩りやきのこ狩り等に軽装備で
山に登って危険な目に遭わないよう充分注意が必要です。

　
　気象台では、天気予報を1日3回、週間天気予報を1日2回発表するほか、災害の
おそれのあるときは警報・注意報や気象情報を適時適切に発表しています。各種情報は
テレビやラジオ、気象庁ホームページ、携帯電話の気象情報サービスで入手できます。
　季節の変わり目では特に最新の情報を使って、体調管理やレジャーに役立ててください。

『秋の火災予防運動』
１．実施期間　平成27年10月15日（木）～平成27年10月３1日（土）　17日間
２．統一標語　『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』

◎火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、町民皆様で火災予防を心がけましょう。
　また、逃げ遅れによる死傷事故を防ぐ為にも、住宅用火災警報器の早期設置をよろしくお願いします。

「自賠責の期限切れに気を付けて」

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！

　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、平成26年の事故発生件数は約57万件、死傷者数は
約71万人と、国民のだれもが交通事故の被害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごとに加入が義務付けられており、加害者の賠償責任を担
保することで、被害者の基本的な賠償を保証する制度であり、被害者の救済を目的としています。
　ひとり１人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認
識することがとても大切です。

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保
障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられており、自賠責保険・共済
なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください！
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